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【最新情報10月号　トピック一覧】
＊文部科学省

・いじめ防止基本方針の策定について（通知）（10月11日）

別添1　いじめ防止基本方針（平成25年10月11日文部科学大臣決定） 
参考1　いじめ防止対策推進法が定める組織  
参考2　学校における「いじめの防止」「早期発見」「いじめに対する措置」のポイント 
・教育支援資料～障害のある子供の就学手続と早期からの一貫した支援の充実～（10月）
＊厚生労働省

・11月は「乳幼児突然死症候群(SIDS)」の対策強化月間です（10月29日）
・平成25年度「児童虐待防止推進月間」の取り組みについて（11月１日）

*朝日新聞

・（今さら聞けない＋）子どもの臓器提供（10月5日）
・（社説）教委の改革　首長の権限では危うい（10月5日）

・貧困家庭の子に学習費を　弁護士が４億円投じ基金設立へ（10月８日）

・（社説）教育と行政　現場の判断を縛るな（10月27日）
・いじめや体罰防止、ＮＰＯに啓発委託　佐賀・みやき町（10月29日）
・１５歳未満の出産、途上国で年２００万人　世界人口白書（10月30日）
*毎日新聞

・新教育の森:いじめ対策／６止　バリアフリー　早期発見、包括的指導へ−−福岡・朝倉十文字中　／福岡（10月4日）

・１５歳のニュース:いじめアンケート、結果を読む　半数以上が大人に相談　／大阪（10月12日）

・１５歳のニュース:いじめアンケート、結果を読む　ジェントルハートプロジェクト理事の武田さち子さんに聞く　／大阪(10月12日)

・いじめ防止対策推進法:調査、弁護士や精神科医の第三者参加　中立性を確保−−基本方針（10月12日）

・インタビュールーム:いじめ対策推進法に詳しい、折出健二・愛知教育大副学長　／愛知（10月14日）

・いじめ:「受けた」３万２０００人　前年度の９４倍、調査細分化で急増−−鹿児島県教委アンケ
（10月17日）

・憂楽帳:言葉の壁（10月26日）

・くらしナビ・学ぶ:ＮＰＯが全国小学校教員アンケート　深刻さ増す現場の疲弊（10月28日）

・みやき町:子どものいじめ・体罰防止へ　ＮＰＯと事業契約　／佐賀（10月29日）

・生活保護家庭:県の高校生支援スタート半年　子どもと１対１でじっくり　「必ず卒業」誓う生徒　／埼玉（10月31日）

・児童通告連絡票:県警が導入　虐待被害児童通告の際、ＤＶ有無も児相に連絡　心への悪影響、重視　／千葉（10月31日）
*読売新聞

・シリーズ　子どもの貧困

（１）福祉の目で「異変」察知（10月12日）
（２）専門家訪問で「孤立」改善（10月16日）
（３）就学援助　自治体間で格差（10月17日）
（４）保育園で学びの基礎作り(10月18日)

（５）無料塾　高校進学へ支援（10月19日）
（６）学習教室で高校中退予防（10月24日）
（７）食事安定　学習意欲も向上（10月25日）
（８）奨学金可否で進学に明暗（10月26日）
（９）バイトに追われて留年（10月31日）
（１０）「貧困の連鎖」断ち切るには…専門家に聞く(11月１日)
・「いじめ行為」３人に１人被害…佐賀でアンケ（10月16日）
・道徳、新設「特別の教科」に…１５年度にも(10月17日)
＊文部科学省

・いじめ防止基本方針の策定について（通知）（10月11日）
[通知文]
第183回国会（常会）において成立し，平成25年法律第71号として平成25年6月28日に公布された「いじめ防止対策推進法」（以下「法」という。）については，平成25年9月28日に施行されました。
　法第11条においては，文部科学大臣が，いじめの防止等（いじめの防止，いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。）のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針（以下「国の基本方針」という。）を策定することとされておりますが，このたび別添のとおり，国の基本方針を策定しました。
　文部科学省においては，今後，国の基本方針に基づき，いじめの問題に関する対策を一層推進してまいります。
　地方公共団体及び学校におかれましても，国の基本方針を参酌し，地域の実情に応じた基本的な方針の策定や，法の規定を踏まえた組織の設置，重大事態への対処等，必要な措置を講じるよう，速やかに取組を進めていただくことが必要です。
　ついては，都道府県・指定都市教育委員会にあっては，所管の学校，域内の市区町村教育委員会及び市区町村長に対して，都道府県知事にあっては，所轄の私立学校，学校法人及び公立大学法人の設置する公立高等専門学校に対して，国立大学法人学長にあっては，設置する附属学校に対して，独立行政法人国立高等専門学校機構理事長にあっては，設置する国立高等専門学校に対して，私立高等専門学校を設置する学校法人の長にあっては，設置する私立高等専門学校に対して，構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては，認可した学校に対して，国の基本方針を周知いただくとともに，法を踏まえ，いじめの問題への取組の一層の強化を図られるよう，お願いします。
別添1　いじめ防止基本方針（平成25年10月11日文部科学大臣決定） 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1340770.htm
参考1　いじめ防止対策推進法が定める組織  
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/10/24/1340464_01.pdf
参考2　学校における「いじめの防止」「早期発見」「いじめに対する措置」のポイント 
    http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1340769.htm
（通知文全体）http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1340464.htm
・教育支援資料～障害のある子供の就学手続と早期からの一貫した支援の充実～（10月）
学校教育法施行令の改正（平成25年9月1日から施行）等に伴う就学手続の大幅な見直しが行われたことから，就学手続等に携わる方々がこの趣旨及び内容について十分に理解した上で，円滑に障害のある児童生徒等への教育支援がなされるよう，これまでの「就学指導資料」を改め，新たに「教育支援資料」としてとりまとめたもの。
「教育支援資料」では，科学的・医学的知見や新たな就学手続の趣旨及び内容はもちろんのこと，早期からの一貫した支援の重要性を資料全体を通じて明確に打ち出すとともに，市町村教育委員会の就学手続におけるモデルプロセス，障害種毎の障害の把握や具体的な配慮の観点等についても，併せて詳細に解説。また，早期からの教育相談等を通じて，障害のある児童生徒等の保護者に対して十分な情報を提供するとともに，関係者がその意向を最大限尊重しつつ，本人の教育を第一に考えていくといった基本姿勢についても提示されている。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm
＊厚生労働省

・11月は「乳幼児突然死症候群(SIDS)」の対策強化月間です（10月29日）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000027303.html
・平成25年度「児童虐待防止推進月間」の取り組みについて（１１月１日）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000027879.html
*朝日新聞
・（今さら聞けない＋）子どもの臓器提供（１０月５日）
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■虐待受けた可能性ある子は除外 

　【川原千夏子】８月、長崎市の病院で脳死となった１０代前半の女の子からの臓器提供が行われました。１５歳未満の子どもの臓器提供は、２０１０年の法改正で可能になって以来、今回で３例目でした。 

　９９年２月に臓器移植法に基づく国内初の移植が実施されて以来、２３７人から臓器提供が行われてきました（９月２４日現在）。 

　臓器移植法は「本人が生前に書面で提供の意思表明をする」ことが大前提でした。では、何歳になれば「死後に自分の臓器を提供したい」という意思表示ができるのでしょう。この時参考にされたのが、遺書が有効とされるのは１５歳以上という民法の規定でした。 

　この決まりで、１５歳未満の意思表示は「無効」とされ、国内での子どもの臓器移植の道は事実上、閉ざされました。その結果、海外で移植を受ける「渡航移植」が増え、心臓だけでも２０１０年までに１４０件以上行われました。 

　しかし、主な渡航先となった米国やドイツでも臓器が足りているとは言えません。「臓器取引」「移植ツーリズム」と国際的な批判を受け、国際移植学会は０８年、渡航移植の規制強化と臓器提供の自給自足を求めるイスタンブール宣言を発表。世界保健機関（ＷＨＯ）理事会も、渡航移植を禁止する勧告を出しました。 

　これら勧告を受け、日本も臓器移植法を改正、本人の意思が書面で残されていなくても、家族の同意で臓器提供が可能になりました。同時に、脳波検査が可能な生後１２週以降であれば、子どもであっても家族の承諾だけで臓器提供が出来るようになりました。 

　 

　改正移植法では、子ども特有のルールも作られました。特徴的なのは「虐待を受けていた子は除外」という規定です。過去に虐待を受けたことがある１８歳未満の子は臓器提供から除外されます。 

　日本臓器移植ネットワークによると「虐待をしたような親には、子の臓器提供を決める権利（代諾権）は無い」というのが最も大きな理由です。厚生労働省の研究班は、子どもの臓器提供のルールを決める検討過程で「虐待を防ぐシステムの構築が十分とは言い難い」として、「除外すべきだ」という結論に至っています。 

　 

　例えば臓器提供の意思をはっきり残して脳死した子どもがいても、虐待記録があったら、臓器提供は認められません。実際、離婚した父親にふるわれた暴力が原因で、臓器提供が断念されたケースがありました。ただ１８歳を過ぎれば本人の意思が尊重されます。 

　脳死の原因が、虐待によるものかどうかとは関係ありません。「過去に虐待を受けた可能性が全く無い子ども」であることが求められ、臓器提供側の病院側は、児童相談所や警察に確認し、過去に虐待を受けた可能性を「全否定」する必要があるのです。 

　子どもの臓器提供に関わったある医師は「『一点の曇りもない』という証明は想像以上に大変。疑わしきは提供せず、が徹底されれば、親の善意を生かせないケースも出てくる」と危惧します。 

　子どもの臓器提供が少ない中、大人から子どもへの移植が可能になる技術も注目されています。 

　昨年９月には、脳死した３０代男性から、生後１９日の男の子に肝臓が移植されました。同時に５０代の女性にも肝臓が分けて移植されました。分割可能という肝臓の特性を生かした移植です。 

　肺では、岡山大学が大人の肺の一部分を、子どもの片肺として移植することに成功しました。まだ生体間で移植されている段階ですが、執刀した大藤剛宏准教授は「脳死した人の肺でも可能な技術。一つの善意で移植を待つ複数の子を元気にできる」と話しています。国は基準の見直しを進めています。 

■記者のひとこと 

　臓器移植法が成立した時、中学生でした。「臓器提供は素晴らしい行為だが、提供したいと思うか」と作文で書かされました。誘導尋問も甚だしいと腹を立て「言いたくない」とほぼ白紙で出したら「０点」でした。あれから１５年。意思を本当に尊重する社会になったでしょうか

http://digital.asahi.com/articles/TKY201310020093.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201310020093
・（社説）教委の改革　首長の権限では危うい（10月5日）

知事や市町村長の権限を強めれば、教育はよくなるのか。 
　教育委員会の改革案を、文部科学省の中央教育審議会がまとめた。有力案とされるのは「いま教委がもっている教育行政の決定権を、首長に移す」という案だ。教委は独立性を失い、首長の「付属機関」になる。 

　だが、このところ学校教育を揺るがした問題を見るにつけ、この案には賛成しがたい。 

　大阪市では１月、橋下徹市長が、桜宮高校の体罰問題をめぐり、目前に迫る体育系２科の入試中止を求めた。静岡県では９月、川勝平太知事が、全国学力調査の成績下位校の校長名を公表する考えを示した。 

　いずれも教委がブレーキ役に回り、市長や知事と議論した。受験生が行き場を失ったり、下位校がさらし者にされたりという、現場が最も心配した事態だけは避けられた。 

　もし、首長が決定権を握り、教委がただの諮問機関になったら、教委が異を唱えても真剣に取り合われるだろうか。 

　「首長に権限を」という改革論は、教育への「民意の反映」を旗印にしている。 

　各地のいじめや体罰問題の対応をみると、市民感覚からかけ離れた教委があるのは事実だ。教師や保護者はもちろん、首長とも日ごろから意見交換を密にすべきだろう。 

　ただ、教育は短期間に成果が出るものではない。首長が代わるたび方針がぶれかねない不安定な制度設計は避けるべきだ。 

　そして、民意を反映するためにこそ、一元的でない意思決定の仕組みが大切である。 

　今の制度の長所は、多様な人の視点で政策を検討できて一人の意見に染まりにくいことだ。多様な考え方の尊重は教育の根幹であり、そこは守りたい。 

　一方、非常勤の委員が月２回程度集まって合議で決める仕組みは、責任の所在があいまいなうえ、あまたの教育課題をじっくり検討できない弱点がある。 

　中教審は首長に権限を移す案のほか、第２案として、「委員会の役割は変えず、事務方トップの教育長を教育行政の責任者と明確にする」ことも検討している。委員会にかける議題も、教科書採択や学校統廃合などの重要事項にしぼるという。 

　現行制度の弱点を改善し、長所も生かす考え方だ。教育長の権限への歯止めは課題だが、首長と委員会の力のバランスはこちらのほうが保ちやすい。 

　「今との違いがわかりにくいのが難点」というけれども、代わり映えがするかどうかは問題ではないはずだ。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201310040583.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201310040583
・貧困家庭の子に学習費を　弁護士が４億円投じ基金設立へ（１０月８日）
　【中塚久美子】貧困家庭の子どもたちの学習費を支援するため、元大阪弁護士会長の山田庸男（つねお）弁護士（６９）が個人資産４億円を投じて基金を設立する。貧しさのため十分に学べず、大人になっても困窮する「貧困の連鎖」を断ち切るのに役立てたいという。来春スタートを目指す。 
　山田弁護士は１９７０年に大阪弁護士会に登録。水害訴訟や株主代表訴訟に携わったほか、破綻（はたん）した銀行の管財人などを務めてきた。２００７年には同弁護士会の会長に。この４０年余りの活動でためた資金で今月中に「梅ケ枝（うめがえ）中央きずな基金」を設立。運用益を支援に充てる。 

　塾代など進学に向けた費用が十分に出せない一人親家庭などで育つ大阪府内の中高生が対象。１人年３０万～５０万円の支給を検討している。虐待を受けて保護されるなどした児童養護施設の子どもや、文化・芸術やスポーツの面で実力のある子どもも対象とする。 

http://www.asahi.com/edu/articles/OSK201310080022.html
・（社説）教育と行政　現場の判断を縛るな（１０月２７日）
近ごろ、教育現場への上からの押しつけが目につく。
　文部科学省は沖縄県竹富町の教科書採択をめぐって、県教委に是正要求を指示した。

　東京都や神奈川県の教育委員会は、特定の歴史教科書を選ばぬよう各高校に指導した。

　大阪市教委は、全国学力調査の結果公表を各校に義務づける方針を決めた。

　国―都道府県―市町村―学校を川になぞらえれば、いずれも川下の判断を川上から縛る動きとみることができる。

　わが国は戦前への反省や地方分権の理念から、なるべく上からの口出しを控え、川下の判断を尊重する制度を築いてきた。その理念がいま、転機に差しかかっているようにみえる。

　沖縄の教科書問題は、採択地区の３市町で中学校の公民の採択が割れた。そこには価値観の対立がある。竹富は基地問題、他の市町は領土の記述を重視したという。どちらも沖縄には切実な問題だ。そこへ国が口をはさめば、結果として教育の政治的中立を危うくしかねない。

　竹富の生徒には有志の寄付で教科書が無償で配られており、教育を受ける権利が侵害されてはいない。混乱の一因には法の不備もある。文科省もそう認めるだけに、是正要求という強硬手段には疑問がある。

　高校の教科書選びも、これまでは採択権は教委にあるとしつつ、各校の判断を尊重する運用がなされてきた。しかし、東京と神奈川の両都県教委は、国旗国歌をめぐる記述の一点を理由に、現場の選択を縛った。

　政府は９６年に当時の行政改革委員会の提言で、各校が「自らの教育課程に合わせて教科書を採択する意義」を強調。０９年の閣議決定などでも教育の多様性や自主性を重んじる考えを示してきた。今回の文科省や両教委の姿勢はこれと相いれない。

　大阪市の成績公表方針も「各校の判断に委ねる」との国の指針があるのに、「従わなければ処分も検討する」と校長の判断を縛った点で似通っている。

　三つの問題から共通して感じられるのは行政の現場不信だ。いじめや体罰問題への対応にみられる学校や教委の閉鎖性は市民の不信も招いており、現場の立場を弱くしている。

　しかし、文科省は一方で、これからの日本は自ら問題を見つけ、解決できる力を養うことが必要だと強調している。

　ならば、上から言われた通りにしか教えられないような学校にしてはならない。そこから自立した人材が育つとは、とても思えない。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201310260566.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201310260566
・いじめや体罰防止、ＮＰＯに啓発委託　佐賀・みやき町（１０月２９日）
みやき町は２８日、子どもへの暴力を防止する教育活動を展開するＮＰＯ法人、にじいろＣＡＰ（福岡県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/久留米市.html" \o "久留米市のトピックスを開く" 久留米市）と啓発事業の委託契約を結んだ。今年７月に施行した子どものいじめ・体罰等の防止条例に伴うもので、子どもや先生、保護者を対象にしたセミナーやワークショップを開く。
　にじいろＣＡＰは１９９８年の設立。米国で開発された子どもへの暴力防止（ＣＡＰ）プログラムを、教える資格を持つ会員が、教育現場などで実施する。主に福岡、佐賀両県で活動している。

　調印式で末安伸之町長は「いじめや体罰の未然防止と人権啓発に期待したい」とあいさつ。町内の中学校で２２日、教諭が生徒にいすを投げた問題にも触れ、「いすを投げること自体が問題。町教委とは別に町長部局で独自に調査したい」と話した。

http://digital.asahi.com/articles/SEB201310280052.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_SEB201310280052
・１５歳未満の出産、途上国で年２００万人　世界人口白書（10月30日）
【田中陽子】途上国では毎年、１５歳未満の少女２００万人が出産している――。国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）は３０日、思春期の妊娠をテーマに分析した「世界人口白書」（２０１３年版）を公表した。「母親になる少女」たちについて、「少女の行動に原因があるのでなく、少女に選択肢がないことの結果」とし、社会的支援の重要性を訴える。
　「１４歳のとき３倍も年上の夫と暮らすことになった。１０カ月後、腕の中に赤ちゃんを抱いていた」。白書に盛り込まれたアフリカ・チャドの１７歳の声だ。

　推計では、１８歳未満で出産する途上国の少女は年間７３０万人、うち２００万人は１５歳未満だ。途上国の少女の３人に１人が１８歳未満で結婚する児童婚。９人に１人は１５歳を迎える前に結婚している。こうした実態の背景には貧困があるとＵＮＦＰＡは指摘する。

　思春期の妊娠は、健康や教育に悪影響を及ぼす。白書によれば、途上国では年７万人の少女が妊娠と出産の合併症で死亡している。年３２０万件の危険な中絶が少女に対して実施される。妊娠した少女の多くは退学する。

　早すぎる妊娠を防ぐ取り組みとして同基金は、教育支援や性教育の普及、児童婚の禁止などを挙げた。

　一方、先進国では１５～１９歳の少女による出産は年６８万人で、ほぼ半数を米国が占める。１５～１９歳の少女１千人あたりの出生数は途上国平均が８５人、日本は５人で先進国中でも低い。

　厚生労働省の統計によると、日本の１５～１９歳の出産は年１万２千人、１５歳未満は５９人。ＵＮＦＰＡの記者発表に同席した日本家族計画協会専務理事の北村邦夫さんは「日本でも思春期の妊娠は周産期死亡率や死産率などが他の年齢層に比べて高い。児童虐待のリスクにもなる」と指摘した。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201310300446.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201310300446
*毎日新聞
・新教育の森:いじめ対策／６止　バリアフリー　早期発見、包括的指導へ−−福岡・朝倉十文字中　／福岡（１０月４日）
　◇週１回会議　全教職員が問題共有

　福岡県朝倉市立十文字中学校（１４９人）は約２年前から、学年や学級、教科の垣根を越えたバリアフリーの取り組みを実践している。「学力向上」と「豊かな心の育成」を「学校の使命」とする佐々木隆良校長（５６）が経験から生み出した学校改革の一環だ。用務員も含む全教職員が全校生徒の成績や生活上の課題などの情報を共有し、いじめなどの問題を早期発見し、チームで対応する態勢を徹底している。【上村里花】

　９月１３日朝、職員室で開かれた週１回のバリアフリー会議。１年生を受け持つ教諭が報告する。「体育祭の練習中に女子生徒に対する嫌がらせがありました。すぐに３人を指導し、反省文を書かせました」。会議には全教職員が出席し、意見を出し合う。

　報告や質問が出そろったところで、佐々木校長は教諭に指示した。「３人のうち１人は成績が下がっていますね。勉強に集中できていないから、いたずらもする。保護者にもきちんと連絡し徹底的に指導してください」

　その後、課題のある生徒についての個別の取り組みが報告され、約２０分間にわたる会議は終了した。

　「担任だけが抱え込むことを防ぎ、良いことも悪いことも全てを常にオープンにすることで、保護者との信頼関係も生まれてくる」と佐々木校長。学力向上といじめ・不登校対策は密接に結びついているというのが持論だ。「いじめに特化した対策は血が通わない。いじめがあったら学力も伸びない。学力向上と生徒指導、進路指導は切り離せない」と言い切る。

　早期発見と対応を重視。そのためにさまざまなアンテナを張り巡らせ「バリアフリー」以外にもユニークな取り組みを行っている。

　夏休みには、普段の学校生活ではできないような経験をさせようと寺子屋塾「夏講座」を開講。山登りやハングル講座、漢字検定といった教員の趣味や特技を生かした講座は「健康・体力」▽「各種検定」▽「スペシャリスト」など４分野に及ぶ。生徒は各分野から最低一つは受講する。この他、よく整理されたノートの作成を目指す「ノート検定」や、礼儀や規範意識を育てる「しぐさ検定」なども実施。学力向上とともに教職員が各生徒と関わりを持ち、複眼的に生徒を見守る仕組み作りを心がけている。

　いじめが皆無なわけではないが、佐々木校長は「早期発見し、学校全体で対応することで早期解決を図れる」と言う。

　コミュニケーションを取るのが苦手でクラスになじめない男子生徒にはどう対処したか。担任を中心に複数の教員がチームで寄り添って指導しており、少しずつ打ち解けられるようになってきたという。この生徒についてはバリアフリー会議でも課題に上り「最近では笑顔も見られるようになった」と報告された。
　「団体生活を送る以上、いじめが無くなることはない。大切なのは、小さな異変の芽を見逃さず、すぐ対応すること。生徒が変わるきっかけを作り出すことだ」。佐々木校長は繰り返し力を込める。＝この項おわり

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇十文字中の学年・学級バリアフリー

　担任や学年だけで問題を抱え込まず、全職員で問題を共有し、チームで解決に当たる取り組みで、２０１１年、佐々木校長の呼びかけで始まった。週１回、全教職員参加の会議を開催。担当者は事前に、学習や進路、生活指導について、課題とこれまでの取り組み▽成果と新たな課題▽今後の取り組み−−を一覧にした「協議シート」を作成する。成績や生活面などに課題のある生徒についての「生徒理解シート」なども資料として提示し、これらをもとに、実態分析などについて具体的に話し合い、共同で解決を図る。
http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20131004ddlk40100364000c.html
・１５歳のニュース:いじめアンケート、結果を読む　半数以上が大人に相談　／大阪（１０月１２日）
　いじめ問題に取り組むＮＰＯ法人「ジェントルハートプロジェクト」が１５都道府県の小学４年生から高校３年生を対象にしたアンケート調査の結果を発表しました。計８４４８人の有効回答者のうち３８．４％にいじめられた経験がありました。いじめ被害者の３人に１人は「つらくて死んでしまいたい」と思ったと答えています。調査結果から考えてみましょう。【亀田早苗】

　調査は昨年１０月〜今年５月、小・中・高計３０校の児童生徒を対象としました。有効回答は学校別で小学生２８・８％、中学生５７・６％、高校生１３・６％、男女別では男子５３・２％、女子４６・８％です。いじめの被害、加害の経験や大人の対応への見方を聞きました。筑波大大学院博士課程で被害者学を研究している小林麻衣子さんが集計、分析しました。

　いじめられた経験は小学生が最も多く「ある」「少しはある」と答えた人は合わせて４８・９％と半数近くになりました。いじめが「ある」「少しある」と答えた中で、死にたいと思ったことが「とてもあった」「少しあった」と答えたのは計３５％。いじめ被害が「ある」と答えた人に限ると、死にたいと思った人は５７・４％に上りました。子どもたちにとって、いじめは死に結びつく深刻な問題なのです。

　「いじめを誰かに相談したか」という質問に「した」と答えたのは、小学生６２・７％、中学生５４・７％、高校生５７・４％。相談相手は複数回答で親が最も多く、小中学生では先生がそれに続きました。いじめ被害者は言いたがらないといいますが、多くが大人に相談していました。

　相談した結果、小学生では親は７９・４％、先生は７２・２％が解決に導きましたが、「解決しなかった」が親で１９％、先生で２４・４％あり、「問題が大きくなった」と答えたのは親１・６％、先生３・３％でした。中学生でも「問題が大きくなった」という回答が親に相談した場合１・９％、先生は３・２％となっています。

　いじめをしたことがあるかという質問に「ある」「少しはある」との回答が３１・７％。「いじめをしていた時、自分にも悩みがあったか」との質問に約７割が「ある」「少しはある」と答えており、何らかのはけ口として友だちをいじめていた可能性が考えられます。

　いじめの被害・加害ともに経験したのは１８・２％、加害だけが１３・６％、被害だけが２０・１％となりました。

大人から「やられたらやり返せ」と教わったことがあると答えたのは小学生３５・９％、中学生４４・３％、高校生５０・２％です。教えられた子どもは、被害・加害両方の経験者が多いことも分かりました。
　いじめが起きたら「先生に解決してほしいか」と聞き、「そう思う」「少しそう思う」「どちらともいえない」「あまりそう思わない」「そう思わない」を５〜１点として平均値を出すと、いじめの経験者が最も高かったのですが、「先生はいつも忙しそうだ」と感じる割合も高かったのです。「先生はいつも自分の気持ちを分かってくれる」と感じるのは、被害・加害両方の経験者が最も低い結果となりました。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◆自由記述から◆

・先生へ　もし、わたしがいじめにあったら。相談にのってくれますか。しかえしはしてはいけないのですよね。では、どうやって、そのうらみをだせばいいのですか。わたしを、自由の身にしてください。（小４女子）

・何も言いたくない。信用できないから。（中３男子）

・大丈夫、僕は平気だから、だけどもっと僕の気持ちを分かってほしいです。（中３男子）

・あなたと違う考えを持った人はたくさんいます。そんな理由で友達を傷つけないでください。（中３女子）

http://mainichi.jp/area/osaka/news/20131012ddlk27100520000c.html
・１５歳のニュース:いじめアンケート、結果を読む　ジェントルハートプロジェクト理事の武田さち子さんに聞く　／大阪(１０月１２日)
　◇教師に余裕とスキルアップを

　−−調査結果について、ジェントルハートプロジェクト理事の武田さち子さんに聞いた。

　いじめられて「死にたい」と答えた子どもは、考えていたより多かった。きっかけがあれば、どの子も亡くなる可能性がある。

　いじめは「加害者の問題」と言い続けてきたが、加害側の子どもも何らかの悩みを抱えていることも明らかになった。

　また、思った以上の子どもが親に相談していた。どんな言い方だったかは分からないが、親の受け止め方と子どもの感じ方にギャップがあるかもしれない。親がもっとアンテナを張る必要がある。

　私たちは、１３都道府県の小中学校の教師２９６人にも調査をした。「いじめの相談をされたら解決できる自信があるか」という質問に、「わからない」「できないかも」「できない」と答えた教師が小学校５９・４％、中学校７３・６％に上った。教師のスキルアップが不可欠だ。正規の教職員の数を増やし、研修の充実や多忙さの解消も必要だ。

　いじめ防止対策推進法ができ、今後は個々の教師ではなく学校がチームとして対応することになるが、教師が仲間と協力し、いじめを解決できると子どもが信じれば、相談が増え、解決率も上がるという好循環が生まれる。

http://mainichi.jp/area/osaka/news/20131012ddlk27100521000c.html
・いじめ防止対策推進法:調査、弁護士や精神科医の第三者参加　中立性を確保−−基本方針（１０月１２日）
　文部科学省の有識者会議は１１日、「いじめ防止対策推進法」が策定を求めた国の基本方針をまとめた。「重大ないじめ」が発生した際に教育委員会に設置する調査組織に第三者の参加を求めたほか、教委や学校に重大ないじめの認識がなくても児童生徒や保護者からの訴えがあれば、調査することを明記した。【水戸健一】

　基本方針は「重大ないじめ」を、被害者が自殺を図る▽身体や金品に大きな被害を受ける▽１カ月程度の不登校になる−−と規定。発生時に調査にあたる教委の調査組織は常設することを促し、公平性と中立性を確保するため、弁護士や精神科医の専門家の参加を盛り込んだ。調査結果は被害者側に「適切に提供する責任がある」とした。教委や学校は今後、国の基本方針に沿い、いじめの予防や対策に取り組む。

　いじめが原因とみられる自殺が発生した際の背景調査のあり方などは、別の有識者会議が検討を続ける。

　いじめ防止対策推進法は大津市の中２男子のいじめ自殺の問題をきっかけに与野党の議員立法で６月に成立、９月２８日に施行された。衆参両院の委員会の付帯決議が法の不備を補い、的確な運用のため、国が基本方針の策定を急いでいた。

　◇「子供、法律になったよう」大津の中２自殺２年、父が会見

　いじめを受けていた大津市立中学２年の男子生徒の自殺から２年たった１１日、生徒の父親（４８）が市役所で記者会見した。この日は、生徒の自殺をきっかけに先月２８日に施行された「いじめ防止対策推進法」の基本方針が策定され、父親は「子供が法律になったような思い」と心境を語った。

　同法はいじめの防止や調査について学校や自治体、国の責務を定めており、文部科学省が運用のための基本方針を策定した。その過程で父親は、公平・中立性が確保された第三者による調査や、調査結果の遺族への公表について規定を盛り込むよう要望していた。

　父親は基本方針について「魂を吹き込み法律がしっかりとした形になった」と評価。「かなり意見を取り入れてもらえた。息子にしっかり報告できた」と述べた。そのうえで命日に基本方針が策定されたことに触れ、「表現がおかしいかもしれないが、法律に子供がいるような、法律が子供のような思い。いじめが減るのを見守っていきたい」と話した。【石川勝義】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◆国の基本方針の骨子◆

・地方自治体は国の基本方針を参考に地域基本方針をつくることが望ましい

・学校はいじめの予防と対策の中核になる組織を常設し組織的に取り組む
・教委、学校に重大ないじめの認識がなくても、児童生徒や保護者の訴えがあれば、調査にあたる

・教委、学校はいじめの被害者に必要な情報を適切に提供する責任を有する。個人情報を盾に説明を怠ってはならない

・国は地方の取り組みを検証する「いじめ防止対策協議会（仮称）」を設置する

http://mainichi.jp/area/news/20131012ddn041010009000c.html
・インタビュールーム:いじめ対策推進法に詳しい、折出健二・愛知教育大副学長　／愛知（１０月１４日）
　◇命令調、防止にならず　市民の側面支援として活用を−−折出健二・愛知教育大副学長（６５）

　名古屋市立中２年の男子生徒が今年７月、「死ねと言われた」などと書き残して自殺した。相次ぐ深刻ないじめへの対策として、国会はいじめ防止対策推進法を成立させ、９月２８日に施行された。いじめ問題に詳しい折出健二・愛知教育大副学長（６５）は、新法を「命令調で、防止につながりにくい」と批判する一方、「いじめ防止を目指す市民や学校が側面支援を得るための法律として活用しよう」と呼び掛けている。【聞き手・花岡洋二】

　−−新法の評価は。

　大津市でのいじめ自殺を受け、一定の法の力でいじめを抑止しなければならないという風潮があるのは分かります。だが、新法は全体として子供や学校、保護者に対して命令し、義務付けるトーンが目立ちます。これではいじめ防止につながりにくいです。

　−−具体的には。

　第４条に「児童等は、いじめを行ってはならない」とある。その通りです。しかし、もう一つの大前提として、子供はいじめを受けずに安心して生きる権利があるということをうたうべきです。いじめという繊細で、その割には暴力性を含む問題に対し、命令はなじみません。いじめを行わない人間関係を作る子供の主体性を尊重する姿勢が法に出ていません。

　法が施行されても、学力向上運動などの背景もあり、子供たちのストレスが減らない状況では、自尊心を傷つけられた子により、依然としていじめは起きやすいです。早い段階で「その行為がなぜ問題なのか」ということを子供たちと一緒に学ぶことこそが教育です。

　−−法制化そのものの批判？

　違います。国が法を定め、国民に防止を呼び掛けることで、学校の先生や保護者の意識を呼び起こすことはできます。法に、地方公共団体は実態に応じた方針を立てる▽学校は対策のための組織を置く−−などと盛り込まれたのはまともです。問題に立ち向かうための場作りや条件整備を行政が法に基づき支援することが大事です。ただし、対策の中身は教職員や保護者が意見を出し、合意形成することこそが大切です。市民を側面支援する法として活用しましょう。

　−−警察の介入が必要なほど深刻な事態が起きています。

　被害者や保護者が介入を望む思いが強いことは分かります。だからこそ、その前に問題の進行を食い止めるための介入がどうあるべきかが問われています。いじめる側を指弾し、排除するだけでは真の解決になりません。大津の事件も、事実確認のため三百数十人近くの生徒を滋賀県警の判断で調査したと聞いていますが、そこには傍観者の問題などを明らかにし、全体としていじめを無くすという役割はありません。
　−−法はいじめを定義しました。

　他者からの心理的・物理的な行為で「児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義した。それに対し、衆参両院とも「『苦痛を感じているもの』との要件が限定して解釈されることのないよう」と付帯決議したことに賛成します。１９９４年、いじめを苦に自殺した西尾市の中学２年生は、長期間のいじめに耐え、発見が遅れました。誰もが「弱く見られたくない」「心配をかけたくない」と考えます。訴えがないからと、見逃してはなりません。いじめ防止には被害者の自尊心も大事なのです。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ノート◇「味方だよ」と声かけて
　いじめに最も近付いたのは、兵庫県の中学校に通っていた３年の時だ。「不良」と言われた生徒が多い学年で、なぜか、そのリーダーににらまれた。「メンチ切った（にらんだ）」「生意気」と難癖を付けられた。廊下で足元につばをはかれ、「しばくぞ」とすごまれた。靴箱から靴も消えた。

　怖かったが、いじめられているとの認識はなかった。所属していたサッカー部の仲間に、私とリーダーの双方と仲のいい仲間がいて、全員が「お前がそんなことを言われる筋合いはない」と、味方してくれたからだ。

　折出先生の話や文章を通じ、当時の心が整理できた。恥ずかしくて、いじめだと認めたくなかったのかもしれない。仲間の言葉で自尊心を保てたことは、さらに大事なことだった。感謝したい。

　現在進行形のいじめを傍観していて、この記事を読んでいる子はいないだろうか。いじめられている子に「味方だよ」と声をかけてほしい。お願いです。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■人物略歴　◇おりで・けんじ
　１９４８年生まれ。広島大大学院教育学研究科博士課程中退。教育方法学専攻。愛知教育大教授を経て、２００７年から現職。西尾市のいじめ自殺事件や００年の名古屋市立中での５０００万円恐喝事件などの検証作業に加わった。

http://mainichi.jp/area/aichi/news/20131014ddlk23040042000c.html
・いじめ:「受けた」３万２０００人　前年度の９４倍、調査細分化で急増−−鹿児島県教委アンケ
（１０月１７日）

　鹿児島県教育委員会は１６日、２０１２年度に県内の全公立小中高校、特別支援学校９２４校でいじめを受けたとされる児童・生徒数が計３万２０３１人に上ると発表した。前年度（３４２人）の９３．７倍だが、これは調査を細分化したためとみられる。自殺につながるような深刻なケースは無かったが、５〜６人に１人がいじめを受けた計算。

　調査対象は１７万５２９５人で、アンケートや児童・生徒からの訴えなどを基に集計した。県教委によると、従来は、各校から報告のあった数字を発表していたが、大津市のいじめ事件をきっかけに今回は回答欄を細分化。冷やかしやからかい、暴力などそれぞれの項目について「今も続いている」「以前はあったが、今はない」などの選択肢を設けた。

　調査の結果、「金品をたかられた」は小学生が１５０９人と最も多く、全体では「冷やかしやからかい」が６１．５％で最多。「仲間外れ、無視」２８．２％、「軽い暴力」２６．０％と続いた。いじめの大半は既に解消されているという。県教委の下田浩道・生徒指導監は「調査によって指導現場や子供たち自身の意識も向上した。早期に発見し、対応することを心がけたい」と話した。【津島史人】

http://mainichi.jp/area/news/20131017ddp041100012000c.html
・憂楽帳:言葉の壁（１０月２６日）
　子供が深刻な悩みを抱えたとき、最後に頼るのはやっぱり親だろう。ところが、言葉が十分通じないために親に相談できない子がいるという。今月、南山大学（名古屋市昭和区）であったシンポジウムで、外国から来日した子供の教育について考えさせられた。

　南米から働きにやってきた日系人の幼い子供たちが日本の公立学校に入ると、日本語を話せるようになる一方で母語（ブラジルならポルトガル語、ペルーなどはスペイン語）はできなくなる。親は日本語を習得しないので、親子の間で次第に言葉の壁ができる。子供は外国人だという理由でいじめに遭ったりしているのに、親にきちんと説明できずに苦しむ。シンポでは子供への母語教育の重要さが指摘された。

　どのくらい日本語や母語ができるかや家庭環境など、子供たちの置かれた状況は千差万別。一人一人に合わせた教育は大変だろう。しかし、世界に向けて「おもてなし」の精神を自慢した国である。すでに定着している人たちへの支援がもっと手厚くてもいい。【長沢英次】

[image: image2.jpg]FELORRIOLTORRORR

e
55 We

promx] 3
o £

P
B o

e Meon




http://mainichi.jp/opinion/news/20131026ddh041070006000c.html
・くらしナビ・学ぶ:ＮＰＯが全国小学校教員アンケート　深刻さ増す現場の疲弊（１０月２８日）

　先生は忙しい。その忙しさは解消されるどころか、うつ病など心の病で休職した公立学校の教員が２００８年度から４年連続で５０００人を超えるなど現場の疲弊は深刻さを増すばかりだ。昨年から今年にかけて東京都のＮＰＯが全国の小学校教員を対象に実施したアンケートからは、先生の焦燥感や不安が色濃く浮かび、手厚い支援を望む声が聞かれた。

　●１１時間半労働

　調査はＮＰＯ「日本標準教育研究所」が実施。昨年３月〜今年１月まで、テーマ別に計３回にわたって延べ約１０００人から回答を得た。

　教師の仕事で悩んでいることを尋ねたところ、上位三つは「自分の時間が持てない」「保護者との関係」「特別支援が必要な子供への対応」だった。

　調査の結果、学校にいる時間は平均「１１時間半」。東京大社会科学研究所が調べた全産業の平均（１０時間半）に比べ約１時間長い。その上、９割が帰宅後に自宅で仕事をすることがあると回答し、休日出勤も月平均２・２回だった。

　自由記述では「外国語活動、他校との連携、総合学習など、やらなければいけないことが多く、じっくり授業を組み立てられない」（教員歴２９年、千葉県、女性）、「家族との時間が持てない」（同２０年、東京都、女性）という悲痛な訴えも目立った。教員の多忙化は、国が定数増など対策を打ってはいるが、解消されていない実態が浮き彫りになった。

　●支援体制の不備

　保護者との関係では、勤務２５年の東京都のベテラン男性教員は「１５年前の保護者は協力的だったが、現在は批判から始まることが多い」と対応の難しさを強調。さらに貧困、虐待、家庭内暴力など家庭が抱える問題が子供の問題行動や学力低下の一因になっていることもある。学校には福祉の面からの支援も求められているが、そうしたノウハウが乏しい上に、多忙化で対処しきれていないのが実態だ。

　特別支援教育については、文部科学省の１２年の調査で、学習障害（ＬＤ）や注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）で、学習面や行動面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒はクラスの６％程度（４０人学級ならおよそ２人）と推定される。「その子によって対応の仕方が異なるので、これまでの経験があまり役立たない」（教員歴２０年、北海道、女性）など自身の指導力への悩みのほか、「担任するクラスが通常学級から特別支援学級に変わったが、指導のための資料が不十分で、教科書さえなかった」「自分一人では対応しきれない時がある」と支援体制の不備を指摘する声もみられた。

　●少人数学級要望

児童の現状を聞いたところ、半数が「学力格差」を強く感じていた。生活習慣が身についていないと強く実感しているという声も３割を超え、自由記述では「小学校入学までにしつけがなされていない子が多い」（教員歴３２年、茨城県、女性）という意見も目立った。
　打開策として、要望が最も多かったのは「時間的な余裕の確保」（７５％）で、次いで「学級の定員減」（６０％）。１クラスの定員は現行は４０人が上限。小学１年は法改正で１１年度から、小学２年は予算措置によって１２年度から、それぞれ３５人学級が全面導入されているが、対象学年の拡大を望む声が強かった。

　さらに注目すべき結果は、半数の教員が「教師同士の協力関係」を要望した点だ。裏を返せば、教員が互いの悩みを打ち明けたり、先輩教員からアドバイスをもらったりする機会がない現実を表している。

　今回の調査を担当した元小学校教員の増田修治・白梅学園大准教授は「今の学校教育は先生たちの自己犠牲の上に成り立っている実態が改めて分かった。だがこれは本来の教育の姿ではない。先生の環境改善が急務だ」と話している。【三木陽介】

http://mainichi.jp/feature/news/20131028ddm013100019000c.html
・みやき町:子どものいじめ・体罰防止へ　ＮＰＯと事業契約　／佐賀（１０月２９日）
　「子どものいじめ・体罰防止条例」を今年６月に制定したみやき町は２８日、いじめなどの予防プログラムを実践している福岡県のＮＰＯ法人「にじいろＣＡＰ」と事業契約を結んだ。今年度は町内の中学１、２年生や小中学校の教員、保護者を対象にワークショップを実施する。来年度以降も同法人に委託し、小学生も含め町民の啓発を進めるという。

　同法人は１９９８年の設立。県内でも佐賀、小城、多久各市などで、子供たちが虐待や体罰などの暴力から自らを守る教育プログラムに取り組んでいる。

　ワークショップでは、子供たちがいじめの場面を実際に演じるなどして、逃げたり大人に相談したりすることを学ぶという。

　みやき町役場中原庁舎であった契約調印式で、末安伸之町長は「官民連携で、安心して教育できる環境をつくりたい」とあいさつ。同法人の高松哲人・事務局長も「町と連携し、暴力を防止したい」と話した。【上田泰嗣】

http://mainichi.jp/area/saga/news/20131029ddlk41010454000c.html
・生活保護家庭:県の高校生支援スタート半年　子どもと１対１でじっくり　「必ず卒業」誓う生徒　／埼玉（１０月３１日）
　◇７教室で１６１人が学習

　生活保護家庭の子どもが高校中退などで安定的な仕事に就けない「貧困の連鎖」を防止するため、県が高校生への学習支援を始めて１０月で半年。受給世帯の高校生を対象とした本格的な支援は全国初で、９月末現在、７教室で１６１人が学んでいる。支援の現場を訪ねた。【西田真季子】

　１０月上旬の金曜日、「アスポート桶川教室」では、通信制高校２年の男子生徒（１７）が、古文を現代語訳するリポートを支援員とマンツーマンで解いていた。

　「『見む』ってどういう意味」。生徒の問いに、教育支援員の三好悦史さんは「言葉だけでなく場面で考えてごらん」とアドバイスし、答えを考えさせる。生徒が興味を持ちやすいように、百人一首についての雑談などもしながら、一題ずつ一緒に解いていった。

　生徒は、県が２０１０年度から実施している生活保護受給世帯の中学生向け教室１期生でもある。教室の後押しで、全日制の高校に合格したが、勉強や周囲との人間関係でつまずいてすぐに退学してしまった。

　通信制高校に入り直したものの、「漢字が苦手でリポートの問題文が読めなかったり、締め切りが守れなかったりして１年時は単位を落とした」と話す。

　今年度始まった週３回の高校生向け教室には６月からほぼ毎回通っている。「１対１で聞きやすいから、集中力も途切れない」と話し、リポートも順調に提出できるようになった。今は「必ず（通信制の満期）４年間、成人までに卒業する」と誓い、卒業の先に就職も見据える。

　生徒が中学生の時から見守ってきた支援員の木ノ内勝平さんも「自分で学ぶための条件が整うと意欲につながる。中学生の時は考えられなかった成長」とうれしそうだ。

　◇４月から中退者なし

　県が１０年度に始めた中学３年生向け教室は、目標が高校入試で入学後のフォローができていなかった。県社会福祉課が１２年度に実施した受給世帯の高校生約７４０人を対象に行った調査によると、全体の中退率の２倍以上の６・９％（５１人）が入学して１年以内に中退。県は中退防止から安定的な就職につなげ最終的な「貧困の連鎖」を絶とうと、４月から高校での支援をスタートした。１０月現在、中退した生徒は一人もおらず、成果を上げている。

県の生活保護自立支援事業アスポートの事業統括責任者・白鳥勲さんは「生活保護家庭では親が病気だったり、近所や親類からも孤立したりし、子どもたちが大人から自然に支えてもらう場がないことが多い」と指摘する。そのため、入学直後には順調に通学していても、いじめなど問題があった時に早い段階で中退につながりやすいという。
　白鳥さんは「自分のことを真剣に心配してくれる大人がいることを発見し、大人に頼っていいと体感した子は中退しない」と話す。

http://mainichi.jp/area/saitama/news/20131031ddlk11100182000c.html
・児童通告連絡票:県警が導入　虐待被害児童通告の際、ＤＶ有無も児相に連絡　心への悪影響、重視　／千葉（１０月３１日）
　県警は、虐待を受けた児童や非行少年に関する情報を児童相談所（児相）に通告する際、虐待加害者やドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の有無などを詳しく記載する「児童通告連絡票」を導入した。全国の警察が使用している「児童通告書」は児童と保護者の氏名・住所などの記載欄がある程度で、子供への悪影響が指摘されるＤＶの有無が把握しにくい。６月から連絡票を通告書に添付するようになった県警少年課は「児童を取り巻く問題をもれなく伝えることができるようになった」と連携に自信を深めている。【松崎真理】

　児童通告書は、保護者の監護がなかったり、虐待されたりしている児童について、警察が児相に通告する際に送る書類。今回、虐待されている恐れのある児童のケースで県警が添付を義務づけた連絡票は、一方の親が被害に遭うＤＶが児童に与える影響を重視。（１）夫婦間などでの直近のＤＶ被害（２）ＤＶ被害が長期にわたる場合、期間や頻度・けがの程度（３）児童が受けた直接的被害状況−−などを細かく記載するようにした。また、児童虐待についても（１）被害程度（２）警察が加害者に行った指導内容（３）加害者の性格、言動−−などを加えた。

　今年１月〜９月末の虐待による児童通告件数は前年同期比で３０３件増え、９９９件。被害児童数は５４２人増え、延べ１６６２人になった。内訳は身体的虐待３４９人▽性的虐待４人▽育児放棄１５５人−−となっているが、心理的虐待が１１５４人に急増しているのが目を引く。

　背景には、近年、ＤＶ被害が子供の心に与える悪影響も虐待の一つととらえられるようになり、警察が「心理的虐待」を積極的に児相に通告するようになったことがある。

　少年課によると、これまでは「通告書」だけでは分からない状況については、県警と児相の担当職員がその都度電話で情報交換していた。だが、通告件数が急増するようになると、１件ごとの対応に割ける時間が減った。そこで、６月以降「連絡票」を付けるようになり、初期段階で児童の詳しい状況を両組織で共有できるようになったという。

　県警は虐待現場で児童を保護する訓練（臨検）や、児相などに警察官を配置する取り組みを進めてきた。少年課は「虐待を防ぐため、児相と一層の連携を強化していきたい」としている。

http://mainichi.jp/area/chiba/news/20131031ddlk12040246000c.html
*読売新聞

・シリーズ　子どもの貧困
（１）福祉の目で「異変」察知（１０月１２日）
「子どもの貧困」の問題が各地で深刻化している。家計が苦しく十分な教育を受けられなかった子どもが、大人になってからも生活苦に陥る「貧困の連鎖」。

　それを断ち切るために教育を通じてどんな支援ができるのか、現状と課題を探る。

靴や服チェック

　９月下旬、公営団地に囲まれた福岡市内の小学校。授業中、スクールソーシャルワーカーで社会福祉士の梶谷優子さん（４４）は玄関に並ぶげた箱を見回っていた。

　児童の靴の傷みや汚れをチェックするためだ。３年生の男児の運動靴はゴム底がすり切れ、小指の辺りが破れかけていた。

　「貧困家庭でなかなか買ってもらえないんです。上履きを買ってもらえずに素足の子もいます」と梶谷さんは話す。

　廊下では、児童が季節はずれの服を着ていないか、髪が脂でベタベタになっていないか、といった点にも目を配る。家庭の経済的な困窮度や養育の状態を探る大切な情報源だからだ。

　生活保護世帯が約３万に上る福岡市では２００８年度から、不登校の子どもが多い地域を中心にスクールソーシャルワーカーの配置を始め、１２人まで増やした。

　子どもが家庭でネグレクト（育児放棄）のような状態に置かれると、生活のリズムが乱れたり不衛生になったりして不登校やいじめにもつながりかねない。「学校で早く異変をつかめれば、福祉の関係部署とも連携できる」と市教委教育相談課の担当者は強調する。

教諭と情報共有

　スクールソーシャルワーカーは「異変」があれば、家庭訪問をして親から直接、生活状況などを聞く。親の病気がわかり、病院を紹介することもある。

　梶谷さんは小中３校を担当し、この日の放課後、別の小学校を訪れた。

　職員室前の廊下に置かれた机で児童ら約２０人が教師から宿題の指導を受けていた。梶谷さんは、その中に欠席や遅刻の多い５年生の女児を見つけ、声をかけた。以前、女児の家を訪問し、深夜まで勤務する父親、病気がちの母親とも女児の育児に十分手が回っていないことを知っていたからだ。

　梶谷さんは女児から「寝たのは午前３時半。でも朝７時には起きてパンをかじりながら登校した」と聞き出した。こうした情報は、校長や担任教諭、養護教諭らが参加する校内ケース会議で共有し、互いに注意を呼びかけるという。

　日本学校ソーシャルワーク学会代表理事の門田光司・久留米大教授（児童福祉）は「貧困から起こる様々な課題を教師だけで解決するのは難しい。一人ひとりの子どもの行動の背景に目を向ける福祉の視点が欠かせない」と指摘している。（桜木剛志）

◇
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　スクールソーシャルワーカー　不登校やいじめ、暴力行為といった課題の解決に向け、家庭と学校、児童相談所などのつなぎ役となる福祉の専門家。様々な福祉制度も活用し、子どもを取り巻く環境の改善を進める。

４０人学級なら６人ほど

　子どもの貧困は不況が続くなかで広がってきた。

　厚生労働省の調査によると、貧困状態で暮らす人の割合を示す「相対的貧困率」は２００９年で１６％。１８歳未満の子どもでみると１５・７％で、いずれも過去最悪の水準となっている。６人に１人程度になる計算で、４０人学級なら６人ほどにあたる。特に、一人親世帯の貧困率は５０・８％に上っている。

　貧困のために高校や大学への進学を断念したり、給食費や修学旅行の費用を負担できなかったりするケースも出ており、今年６月には「子どもの貧困対策法」が成立した。親から子への「貧困の連鎖」などを国や自治体の責任で防ぐように定め、各都道府県は今後、政府が策定する大綱に基づき、子どもの貧困対策の計画をつくる。進学の援助のほか、保護者への職業訓練なども実施されるという。

　自治体が学校現場で貧困を含む様々な問題に対処するため、導入を進めている対策の一つが、スクールソーシャルワーカーだ。

　大阪府立大の山野則子教授（児童福祉）の調査によると、昨年度は４２都道府県、１１３市区町村の計１５５自治体が取り入れていた。文部科学省は０８年度からスクールソーシャルワーカーの補助事業を実施。来年度は現在の延べ１３５５人から１・５倍の延べ２０４３人に増員したい考えだ。

◇

　相対的貧困率　国民一人ひとりの収入から所得税などを除いた可処分所得を順番に並べ、真ん中の人の半分に満たない人が占める割合。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国では、２０１０年の平均は全体が１１％、子どもは１３．４％だった。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20131005-OYT8T00330.htm
（２）専門家訪問で「孤立」改善（１０月１６日）
東京都内の住宅街。スクールソーシャルワーカーの女性（５１）は３年前、当時小学４年生だった男児が住むアパートを訪ねて驚いた。

　平日の昼間だったが、布団は敷いたまま。ふすまは穴だらけで床には脱ぎ捨てた服や食べ残したコンビニ弁当が散らばっていた。母子家庭で、４０歳代の母親は夕方から早朝までファストフード店などのアルバイトに追われ、食事の用意や掃除、洗濯もままならなかった。

　男児は１年前から不登校を続けていた。学校側は母親に家庭訪問を拒まれて手詰まり状態になり、女性に相談を持ちかけたのだ。

　「不登校の背景に、家庭の貧困があると思われる例は多い」と女性は話す。

　スクールソーシャルワーカーは学校や家庭のつなぎ役となる福祉の専門家だ。女性は家庭訪問を繰り返し母親と関係を築くと、借金を抱えていることを聞き出し、弁護士と連絡を取って債務整理を手伝った。生活保護や家事援助のヘルパー派遣を受けられるよう手続きも取った。

　男児が女性の呼び掛けに応じ、学校が用意した算数のプリントに向かい始めたのはその後だった。男児は１日おきに１５分間の家庭学習を女性と一緒に４か月続けた。そして最初の訪問から１年後、再び登校を始めた。数日後、自宅で女性と顔を合わせると、「僕、学校行けちゃった」と笑顔を浮かべたという。

　「学校と協力して子どもを学びに結びつけるのが一番の仕事」と女性は語る。

◎

　東京都荒川区の公益財団法人荒川区自治総合研究所は、１８歳未満の子どもがいて福祉機関などが２００９～１０年にかかわった貧困家庭４２件を分析した。

　母子家庭は約７割の３０件。生活保護や民間団体、親族からの支援などを受けていないとみられる家庭は全体の約６割にあたる２６件に上っていた。

　こうした孤立状態の家庭と関係を築き、子どもを取り巻く環境を改善するのはスクールソーシャルワーカーだけではない。

　荒川区では、小中学生が不衛生だったり食事をとっていなかったりしてネグレクト（育児放棄）が疑われる時には学校側から、子ども家庭支援センターに連絡が入り、生活保護などの支援につなげる例もあるという。

　東京都杉並区では、スクールソーシャルワーカーが校長ＯＢらを通じて地域の人たちに協力を求め、孤立した家庭とつながりを持ってもらう取り組みを進める。

　働き詰めで病弱な親を心配して家を離れようとしなかった小中学生が支援者ができたことで安心し、登校を始めた例もあったという。同区のスクールソーシャルワーカー、入海英里子さん（４１）は「子どもは周囲の大人から認めてもらう経験を積むことで、（自分を大切に思える）自尊感情が育まれ、踏み出していける」と話している。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20131009-OYT8T00324.htm
（３）就学援助　自治体間で格差（１０月１７日）
「ほかの部活じゃだめなの？」

　埼玉県の市部に住む女性（３４）は昨年４月、中学校に入学した長男（１３）にかけた言葉を思うと、つらくなる。

　長男が入部を希望した剣道部は、防具や竹刀など一式をそろえると、５万円以上かかる。

　しかし、夫が病気で休職し、毎月の収入が１０万円余りに激減したため、とても払える金額ではなかった。

　市から受けている就学援助では、クラブ活動費は対象外だった。文部科学省は２０１０年、就学援助の支給基準にクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費の３項目を加えたが、実際に支給する項目や金額は、各区市町村教委が決めている。

　社会福祉の専門家らが参加する「『なくそう！子どもの貧困』全国ネットワーク」が１１～１２年に全国２００自治体から回答を得たサンプル調査では、３項目を支給対象にしていたのはいずれも１割程度だった。

　長男は剣道をやめた友人からお古の防具を譲り受け、剣道部に入れたが、一度に１万数千円かかる合宿費や大会参加費などが家計に重くのしかかる。

　「授業で使う教材や、体操着、上履きの買い替えの費用などもばかにならない。お金のかかる運動部や吹奏楽部への入部をあきらめる子も多いのではないか。子どもの選択の幅が少しでも広がるように援助を充実していただけたら」と女性は話す。

　文科省の調査では、就学援助を受ける小中学生は不況下で増加傾向が続き、１１年度は全体の１５・６％にあたる約１５６万７０００人に上った。

　しかし、地域の経済状況に加え、自治体によって援助が受けられる世帯の所得額や申請の手続き、制度の周知度などに差があり、援助を受けた小中学生の割合は、都道府県別では最多の大阪府（２７・４％）と最少の静岡県（６％）で２０ポイント以上の開きがある。

　支給項目も、体操着や眼鏡まで含める自治体がある一方、財政的な事情で学用品費などの支給額を文科省の基準の半額に抑えるところも出ている。

　小中学校などの学校事務職員でつくる「全国学校事務職員制度研究会」の植松直人事務局長は「自治体間で援助に格差が生じるのは望ましくない。公教育の場では、家庭の私費負担がなるべく大きくならないような配慮が必要だ」と訴える。

　東京都府中市のように、「私費負担の軽減」を小中学校に通知し、授業で使う副読本やワークテストなどは原則、「公費負担」としている例もあるという。（広中正則）

　就学援助　学校教育法に基づき、小中学生のいる生活保護受給世帯と、区市町村教委が認定した生活困窮世帯に、自治体から支給される財政援助。支給項目には給食費や学用品費、修学旅行費などがある。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20131010-OYT8T00233.htm
（４）保育園で学びの基礎作り(１０月１８日)

　大阪府に住むシングルマザーの女性（２２）は、近所の保育園に１～３歳の娘３人を預け始めて７か月になる。

　表情が乏しかった長女（３）はよく笑うようになり、今は跳び箱やダンスに夢中だ。人見知りが激しかった次女（２）は「大丈夫？」「ごめんね」といった言葉を覚えた。保育園で運動や工作、お絵かきなどの体験を積み、集団生活にも慣れてきた。

　女性は日中、自宅近くのレストランで働く。１年半前に離婚した後、生活保護を受けているが、家賃や光熱費などを除けば自由に使えるお金はいくらも残らない。

　「今の家計では習い事はさせられないし、自分で言葉や数字を教えるにも限界がある。だから、保育園に通わせたかった」と女性は話す。

　全国に約２万４０００か所ある認可保育園は、世帯の所得に応じて保育料が決められる。低所得世帯の子どもは低額になり、女性の子どものように無料の場合もある。

　厚生労働省が２００８年に改定した保育所保育指針に基づき、３～５歳児には幼稚園とほぼ同じ教育が行われ、「経済状況を問わず、小学校入学に向けた学びの基礎を作る場になっている」（厚労省保育課）という。好奇心や集中力、忍耐力などは主に幼児期に育まれるといわれ、東京大の秋田喜代美教授（保育学）は「幼児期の教育が、情緒面や社会性、将来のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps16 \o\ad(\s\up 11(ごい),語彙)の豊かさなどにも影響する」と語る。

　ただ、保育園に誰もが入れるわけではない。

　母子家庭などの支援団体「大阪子どもの貧困アクショングループ」が、大阪府内の母子家庭２０世帯に聞き取りをしたところ、生活苦で１日１０時間以上の長時間労働をせざるをえない母親が大半を占め、多くは時給が高い夜間を中心に複数のパートやアルバイトを掛け持ちしていた。

　しかし、親がパートやアルバイト勤務だと、正社員と比べて子どもの入園の必要性が低いと判断され、入れないことがあるという。夜間勤務だけだと、入園を申し込むこともできない。

　同グループの徳丸ゆき子代表（４２）は、子どもが保育園に入れなかったり、入れても親が働き詰めで園まで連れて行く余裕がなかったりするケースを見てきた。中には、親が十分にかまってやれず、４、５歳になっても色の概念がわからなかったり絵本に興味が持てなかったりする子どももいたという。

　国立社会保障・人口問題研究所の阿部彩・社会保障応用分析研究部長は、「保育園は子どもの大切な学びの場。貧困家庭の親に対しては、子育てや生活に関するカウンセリングなどの支援にも力を入れ、子どもを保育園に通わせられるようにサポートしていく必要がある」と指摘する。（大広悠子）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20131011-OYT8T00328.htm
（５）無料塾　高校進学へ支援（１０月１９日）
　英語の「ｏｎｅ」も「Ｍｏｎｄａｙ」も満足に書けなかった。

　通知表では英語だけでなく、数学も国語も５段階評価で「１」や「２」ばかりだった。

　「もう何をやったって無駄だ」。横浜市保土ヶ谷区に住む中学３年生の男子生徒（１５）は１年前の夏、高校進学をあきらめかけていた。

　母子家庭で、病弱な母親（５０）は働けず、生活保護を受けている。

　同じように成績のよくない友人は学習塾に通い始めたが、男子生徒の場合、苦しい家計を考えれば、「塾に行かせて」とは言い出せなかった。

　そんな時、担任教諭から教えてもらったのが、横浜市が保土ヶ谷区などで実施する「無料塾」だった。放課後に週３回、ボランティアの大学生らが講師役となり、生活保護世帯の中学２、３年生を対象に、進学に向けて勉強を教える事業だ。

　「自分だけ置いていかれるのは嫌だ」と思い直した男子生徒は週２回、会場のビルの一室に通うようになった。１回２時間、英語や数学の教科書や市販の問題集を使って個別指導を受け、１桁だった英語のテストの点数は今では５０点近くまで伸びた。「少しだけ自信が持てた。車やバイクが好きなので工業系の高校に出来れば行きたい」と生徒は笑顔を見せる。

◎

　親から子への「貧困の連鎖」を断つため、厚生労働省は２００９年度から、無料塾などを実施する自治体への補助事業を行っている。昨年度は９４自治体まで広がった。

　厚労省の調査では、生活保護世帯の子どもの高校進学率（１２年度）は８９・６％で全体の９８・３％を大きく下回っている。

　保土ヶ谷区では０８～１２年度に無料塾に参加した中学３年生７２人のうち、７１人が高校に進学した。

　１１年度から無料塾を始めた高知市でも、生活保護世帯の参加者の高校進学率は１２年度には９５・３％だった。高知市教委学校教育課の担当者は「家庭の経済格差によって教育格差が広がるような事態は防ぎたかった」と説明する。

　ただ、無料塾の意義を伝え、参加者を増やしていくのは容易ではない。

　保土ヶ谷区の場合、生活保護世帯の中学３年生には戸別訪問をして参加を呼びかけたり、チラシを配布したりしているが、０８～１２年度に参加したのは対象者全体の約３割という。

　首都大学東京の岡部卓教授（社会福祉学）は、「無料塾は貧困家庭の子どもに学習の機会を提供するだけでなく、心理的にサポートする居場所としての役割もある。自治体や学校、地域が連携し、高校進学後の進路も含めて継続的な支援を充実させる必要がある」と話している。（桜木剛志）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20131012-OYT8T00281.htm
（６）学習教室で高校中退予防（１０月２４日）
９月末、埼玉県桶川市の駅近くにあるビルの一室。通信制高校に通うＡ君（１７）は平日の昼、学校から課題として出された「人物研究」のリポートに取り組んでいた。

　サッカーのアルゼンチン代表、メッシ選手を取り上げ、隣に座る元中学校教員の学習専門員に「どんな角度でもシュートを決められるすごさをどうやったら表現できるでしょう」などとアドバイスを求めた。

　埼玉県が生活保護世帯の子どもを対象に県内２４か所で実施している無料の学習教室。２０１０年に始まり、対象は中学生だけだったが、今年４月から高校生にも広げられた。

　中学生の時に、この学習教室で個別指導を受け、高校に進学できても、教科の内容が難しくなる高校では一斉授業についていけず、中途退学する例が少なくなかったからだ。

　埼玉県の調査では、１１年度中に県内の生活保護世帯の高校１年生が中退した割合は６・９％で、県立高１年生全体の中退率（３・１％）の２倍以上に上った。Ａ君は全日制高校に進学したが、１年生の１学期で中退。昨年、通信制高校に入った。それでもほとんど単位をとれなかったという。

　埼玉県から学習教室の事業委託を受ける一般社団法人「彩の国子ども・若者支援ネットワーク」の白鳥勲・代表理事は「経済的に苦しい家庭の子どもたちは親にも余裕がなく、高校の授業でつまずいても相談できる大人が周りにいないことが多い。つまずきの原因を丁寧に取り除く継続的な支援が欠かせない」と話す。

　Ａ君は今、通信制高校に週１回行き、週３日は学習教室で各教科のリポートに取り組む。「学習教室では１日１、２枚はリポートを仕上げられる。将来就職するためにもここで力を付けて高校を卒業したい」と語る。

　東京都教委が１０～１１年度に都立高校の中退者を追跡調査したところ、働いていた人のうち正社員は１５・６％で、パートやアルバイトの非正規就労が８割以上を占めていた。

　こうした中で、東京都調布市では３月、市立中の教諭ら市民の有志が「若者の再出発を支えるネット」を設立。高校に進学できなかったり中退したりした若者らに、高校卒業程度認定試験や高校の編入試験に向けて勉強を教える取り組みを始めた。生活苦からアルバイトをしている子が学習に専念できるよう、奨学金も設けた。

　さいたま市のＮＰＯ法人「さいたまユースサポートネット」は、高校の中退者に通信制高校に関する情報提供や入学手続きの手伝いをしている。

　青砥恭・代表理事は「少なくとも高校卒業程度の学習を積んでいなければ就職が難しい現実がある。貧困を拡大させないために高校中退を防ぎつつ、仮に中退しても学び直しの機会を持てるように支援を広げていく必要がある」と話す。（広中正則）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20131017-OYT8T00238.htm
（７）食事安定　学習意欲も向上（１０月２５日）
　９月下旬の夕方、京都市山科区の事務所で、中学１年生の男子生徒（１２）が台所に立ち、ひき肉をフライパンでいためていた。作っていたのは、夕食のおかずにするコロッケの具だ。

　「くっついた。油ひいてなかった」。生徒が叫ぶと、隣の大学生ボランティア、前田健吾さん（２０）が「ハンバーグみたいや」と合いの手を入れ、笑い声があがった。

　ＮＰＯ法人「山科醍醐こどものひろば」が２０１０年から、生活苦で夜間も親が働かざるをえない家庭などの小中学生に、夕方から夜にかけてだんらんの場を提供する「トワイライトステイ」。生徒は料理の後、前田さんやＮＰＯ法人のスタッフと食卓を囲み、夜９時頃までおしゃべりを楽しんで帰宅した。

　スタッフによると、この生徒は７月に初めて来た時は人との接し方がぎこちなかったが、何度も訪れるうちに会話が弾むようになった。訪れる子どもの中には、３日間食事を満足に取っていなかったり、入浴の習慣がなかったりする例もあった。

　文部科学省が小学６年生と中学３年生を対象に行っている全国学力・学習状況調査（１２年度）によると、平日、夕食を家族と食べない子どもの平均正答率は、食べる子より４～７ポイント低かった。

　同ＮＰＯ法人の村井琢哉代表（３２）は「周りの大人とのかかわり具合が表現力やEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps16 \o\ad(\s\up 11(ごい),語彙)の量にも影響するのではないか。ここでは将来のモデルとなる大学生ボランティアと出会え、勉強する動機付けにもなる」と話す。大学生ボランティアと交流するうち、中学卒業後は就職すると言っていた子が高校に進み、大学や専門学校への進学を考え始めた例もあるという。

　「貧困によって生活の基盤が損なわれれば、子どもの心の安定が失われ、学習に打ち込むことは難しい」と訴えるのは、ＮＰＯ法人「フードバンク山梨」の米山けい子理事長だ。

　同ＮＰＯ法人は月２回、山梨県で生活が困窮している１６６世帯に企業や市民から提供された食料を届けており、１９歳以下の子は７６世帯１６７人に上る。

　高校３年生の長男（１７）と中学２年生の長女（１３）を育てる母親（４５）は６月から食料の提供を受け始めた。母子家庭で飲食店のパートで生計を立てているが、食費に充てられるのは月１万５０００円程度。

　これまでは野菜も調味料も買えず、部活動で朝早く出かける長男に朝食として持たせるおにぎりはゴマ塩を振るだけだったが、おにぎりにツナなどの具を入れ、弁当のおかずに冷凍食品の野菜を加えられるようになった。長男は公務員試験への挑戦を決め、陸上部の長女は大会の目標を口にするようになった。

　母親は「食事の心配がなくなって子どもたちも安心したのか、表情が明るくなった。前向きになった気がします」と語った。（山田睦子）
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20131018-OYT8T00299.htm
（８）奨学金可否で進学に明暗（１０月２６日）
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　東京都多摩市で９月、イトーヨーカ堂の創業者が設立した公益財団法人・伊藤謝恩育英財団が開いた奨学金研修会。

　奨学金を受ける全国の大学生約１４０人が自分の専攻や将来の目標を語り合っていた。

　その中に東京大学に今春入った男子学生（１９）の姿もあった。「奨学金のおかげで充実した学生生活を送れる。将来は国際ＮＧＯに入り、発展途上国のために働きたい」と学生は語った。

　この財団の奨学金は経済的に苦しい家庭に配慮し、返済の必要がない「給付型」で、入学一時金３０万円のほか、毎月６万円が支給される。学生は飲食店のアルバイトを週３回こなし、実家から仕送りを受けていない。

　学生が中部地方の公立高校２年生だった時、父親が経営する会社が倒産し、両親は離婚した。一緒に暮らす母親が働きながら借金を返済していたため、学生は大学の入学金や授業料を母親に頼れない状況になった。

　そんな時に学校で知ったのが同財団の奨学金だった。

　大学入試の前に奨学金支給の内定が出る「予約型」というタイプで、学生は昨年１０月に内定通知を受けた。「入学後の見通しが立ってほっとした。何としても合格しようと思った」といい、早朝や放課後、休日も学校で受験勉強に打ち込んだ。

　独立行政法人・日本学生支援機構の調査では、２０１０年度に奨学金を受けた大学生や高校生などのうち、給付型は１１％（約１９万人）。返済が必要で卒業時に数百万円の負債を抱えることもある「貸与型」が８９％（約１５２万人）を占めており、給付型の拡充を望む声は強い。

　ただ、いずれの奨学金も受けられず、進学をあきらめる例も少なくない。

　茨城県立高校３年生の男子生徒（１８）は情報処理の科目が得意で、ゲームソフト制作の専門学校への進学を考えていた。

　しかし、パートを掛け持ちする母親の月収は１０万円程度。母親、兄妹と４人暮らしの生活を考えれば、進学費用は自分で用意するしかなかった。

　１年生の夏からアルバイトを始めたが、アルバイト代から家の光熱費を負担しなければならず、３年生の夏になっても進学に必要な１００万円をためられる見通しは立たなかった。

　さらに、アルバイトや家事に時間を取られて英語や数学の成績は下がっていった。奨学金の審査を通るのは難しくなり、結局、進学を断念した。その後、就職活動を始めたが、希望した情報処理会社には採用されず、来春から地元企業での工場勤務が決まった。この男子生徒は「勉強だけに専念できていたら、と悔しい気持ちはある。でも、今は頑張って働きたいと思っている」と話す。

　貧困家庭の高校生を支援する「首都圏高校生集会実行委員会」世話人の鈴木敏則さん（６２）は「アルバイトに疲れ果てた高校生は十分勉強できず、進学も将来の夢もあきらめてしまうことが多い。家庭の経済状況によって進路選択の幅が狭められることがないよう、給付型奨学金の拡充など教育費の負担軽減を進めるべきだ」と訴える。（山田睦子、大広悠子）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20131019-OYT8T00309.htm
（９）バイトに追われて留年（１０月３１日）
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関東地方の国立大学で、午前９時前から始まる１時限目の授業。１年生約２４０人のうち、２０人以上が机に突っ伏していた。

　「生活費や学費を稼ぐために、早朝まで居酒屋やコンビニエンスストアでアルバイトをして疲れ切っている学生が多い。単位を取るために授業には出るけれど、起きていられない」と、授業を担当する男性准教授（４０）は話す。

　外部から社会人講師を招き、話をしてもらった時も状況はあまり変わらなかったという。

　この大学で文系学部４年の女子学生（２３）も、以前は授業中によく居眠りをしていた。

　沖縄県の実家にいる会社員の父親は６０歳を過ぎて嘱託になり、給料が半減。弟が大学進学を控えていたこともあって、実家からの仕送りは月平均で１万円にもならなかった。月額８万円の奨学金はアパート代などに消えた。

　生活費を稼ぐため、学生は昼間、授業のない時間帯は喫茶店で働き、夜はホテルの宴会場で接客の仕事を続けた。宴会シーズンは連日、仕事が入り、アルバイトで働く時間が週３０時間を超えたこともある。

　疲れ果てて授業の欠席や遅刻が増え、２年生の終わりに単位不足で留年が決まった。その後、学生は仕送りを増やすように実家に頼み、アルバイトを減らした。「実家に負担をかけまいとしたが、留年してかえって迷惑をかけた」と悔やんだ。

　大学生のアルバイト実態を調べている大内裕和・中京大学教授（教育社会学）は、「学生が週３０時間以上働いているケースは珍しくない。生活費と学費を稼ぐために二つ以上のアルバイトを掛け持ちしたり、７日連続で仕事を入れたりすることもある」と語る。

　東京地区私立大学教職員組合連合が首都圏で下宿している私立大生に行った調査では、実家からの毎月の仕送り額（平均）は１９９４年度をピークに減り続け、２０１２年度は８万９５００円。家賃を除いた生活費は２万７７００円まで落ち込み、不足分はアルバイトや奨学金で補わざるをえない状況にある。

　全国で１２９万人の大学生らが利用する独立行政法人・日本学生支援機構の奨学金は、卒業後に返済が必要な「貸与型」だけだ。このうち、無利子で借りられるのは、一定の成績や家庭の所得の条件を満たした約３割の学生で、約７割の学生は利子も払わなければならない。上限の月１２万円を借りた場合、卒業時の負債は元金だけで５７６万円になる。

　奨学金制度に詳しい東京大の小林雅之教授（教育学）は、「返済の必要がない『給付型』や、卒業後の所得に応じて返済額が決まる『所得連動型』の導入を進めるなど、学生の負担を軽くする仕組みに切り替えていく必要がある」と指摘する。（山田睦子）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20131024-OYT8T00261.htm
（１０）「貧困の連鎖」断ち切るには…専門家に聞く(１１月１日)
「子どもの貧困」が深刻化するなか、親から子への「貧困の連鎖」を断ち切るためにどんな支援が求められるのか。この問題に詳しい専門家に聞いた。

行政で教育格差対策を

大阪府職員として約４０年生活保護世帯を支援した　道中隆・関西国際大教授

　――貧困は連鎖するのか。

　大阪府で２００６年に生活保護を受けている３９０世帯を調べた結果、世帯主の２５％は子どもの頃に受給世帯で育っていた。また、世帯主の７割は中学校卒業か高校中退だった。貧困のために十分な教育を受けられず、大人になっても生活苦に陥る人が多いのは明らかだ。

　――生活が苦しい家庭の実情は。

　親が夜間も仕事をせざるをえなかったり、心労で病気になったりすると、子育てに手が回らず、子どもの教育に関心を持つ気力さえうせる。親から手をかけられずに育った子は、意欲を失いがちで、何事もあきらめやすくなってしまう。クリスマス会や誕生会もプレゼントを用意できないために参加せず、孤立感を深めて不登校になったり非行に走ったりする例も多い。

　――どんな対策が必要か。

　家庭の経済格差が教育格差につながらないようにすべきだ。行政には、生活保護受給世帯の子を対象にした無料の学習教室を広げたり、返済の必要のない給付型奨学金を充実したりするように求めたい。低学力、低学歴は仕事の選択の幅も狭めてしまう。子どもは教育を受け、就職することで社会の担い手になっていく。目先の費用対効果にとらわれず、長期的な視点も欠かせない。（聞き手・桜木剛志）

◇

支援制度の周知が必要

「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク共同代表　湯沢直美・立教大教授

　――貧困の実態は。

　社会で標準的な暮らしを送れない「相対的貧困」が深刻化している。おもちゃや本など子どもに必要なものが買えない、必要な医療が受けられない、経済的理由で進学をあきらめるなど、問題を抱えている。３食を満足にとれない極貧状態の子育て家庭もある。保護者は追いつめられ、孤立を深めている。

　――どんな活動に力を入れているのか。

　「子どもの貧困」は見えにくく、深刻化していることを知らない人が多い。セミナーなどを通じ、まずは多くの人に実態を知ってもらうことから始めている。また、どのような支援制度が使えるのか、貧困家庭に十分に伝わっていないケースも目立つ。ホームページには、就学援助や、ひとり親家庭医療費助成など様々な制度の概要や利用方法を載せて紹介している。

　――６月に「子どもの貧困対策法」が成立した。

　子どもの貧困問題を、個人の責任に負わせるのではなく、社会全体で取り組むべき問題だと法律で宣言された意義は大きい。政府が今後策定する大綱をもとに、必要な財源を確保し、地域の実情に応じた取り組みが各地の自治体で進むことを期待したい。（聞き手・山田睦子）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20131025-OYT8T00317.htm
・「いじめ行為」３人に１人被害…佐賀でアンケ（１０月１６日）
佐賀県内の小学６年生と中学３年生の少なくとも３人に１人が、いじめにつながる恐れがある「暴力」や「からかい」などの被害にあったと感じていたことが、県内の中学校長による「県中学校生徒指導連盟」のアンケート調査で分かった。

　また、同様の行為を目撃した子どもの６割強が静観しており、連盟は「相談しやすい環境を作り、深刻ないじめに発展する前に対応する必要がある」などと分析している。

　アンケートは６月、連盟が県内の全ての小中学校に用紙を配布して実施。このうち、小学６年生と中学３年生の計１万６６８８人分の回答をまとめた。

　連盟によると、いじめにつながる恐れがある行為として「悪口を言われた」「仲間はずれにされた」など計９項目を示し、その体験の有無を質問したところ、いずれか一つでも「ある」と答えたのは５８０５人で、全回答者の３５％にのぼった。

　こうした行為を受けた後の行動では、「誰にも相談しなかった」との回答が２６４７人で最も多く、次いで、「家族に相談した」（１８６２人）、「友達に相談した」（１８０６人）などが続いた。「先生に相談した」は１１９４人にとどまった。

　また、こうした行為を「周囲で見た」と答えたのは全体の４０％の６６１６人。見た後の行動では、「何もしなかった」が最も多く、「見ていた」子どもの６５％にのぼった。ただ、「やめるように注意した」、「先生に言った」と対応したのは３０２８人いた。

　困った時の相談に学校が応じてくれるかの問いについては、「とても思う」「少し思う」が１万９０９人（６５％）、「あまり思わない」「全然思わない」も５５８４人（３３％）だった。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20131016-OYT8T00718.htm
・道徳、新設「特別の教科」に…１５年度にも(１０月１７日)
小中学校の道徳の教科化について、文部科学省は国語や算数と異なる「特別の教科」を新設し、実施する方針を固めた。

　道徳は他教科で行われている数値評価などになじまないが、教育を充実させるには、教科化が必要と判断した。教科書については、教材会社による作成が通常３年程度かかることから、暫定的に同省作成の副読本「心のノート」を使う案が出ている。

　１７日に開かれる同省の有識者会議「道徳教育の充実に関する懇談会」に示し、１２月には報告書をまとめる。これに基づき、下村文科相が中央教育審議会に諮問する。学習指導要領の一部改定により、早ければ２０１５年度から実施する。

　道徳は、学習指導要領で週１回の授業が義務づけられ、学級担任教諭らが「心のノート」などを使って実施している。しかし、教科としては位置づけられていないため、国語や算数の補習に充てられるなど「形骸化」が指摘されている。

　教科は一般的に、〈１〉免許を持った専門の教員が〈２〉教科書を用いて指導し〈３〉数値などによる評価を行う――とされる。道徳の場合、数値評価などが難しいとされるため、特別の教科として扱い、充実を狙う。学習指導要領の趣旨を生かし、他教科で学ぶ内容を深める教科になるという。

　道徳の教科化は、今年２月、政府の教育再生実行会議が、いじめ対策として提言していた。

　◆心のノート＝小学校低・中・高学年、中学生用の計４種類ある。イラストや詩なども掲載、公共心や友情の大切さなどを説く。同省によると、全小中学校の９割以上で使用されている。２００２年に配布を開始。１１年、民主党政権が中止したが、今年配布が再開された。現在、全面改訂が進められている。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20131017-OYT8T00700.htm
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